
◎
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す

る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

（
平
成
二
六
年
一
一
月
二
七
日
法
律
第
一
二
一
号
）（
衆
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
四
日
・
衆
議
院
本
会
議
）

○
渡
辺
博
道
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
各
案
に
つ
い
て
申
し
上

げ
ま
す
。
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次
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
に
つ
い
て
、
提
案
の
趣
旨
及
び
内
容
を
御
説
明
申
し
上
げ

ま
す
。

本
案
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者
給
与
金
の
支
給
を
受
け
て
い
た

退
所
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
所
者
の
配
偶
者
等
が
退
所

者
と
労
苦
を
と
も
に
し
て
き
た
特
別
な
事
情
に
鑑
み
、
当
該
配
偶
者
等
に

対
し
、
そ
の
者
の
生
活
の
安
定
等
を
図
る
た
め
、
特
定
配
偶
者
等
支
援
金

を
支
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

本
案
は
、
本
日
の
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
い
て
、
内
閣
の
意
見
を
聴
取

し
た
後
、
全
会
一
致
を
も
っ
て
委
員
会
提
出
法
律
案
と
す
る
こ
と
に
決
し

た
も
の
で
あ
り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
い
た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願

い
を
申
し
上
げ
ま
す
。

二
、
参
議
院
厚
生
労
働
委
員
長
報
告

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
九
日
）

○
丸
川
珠
代
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
三
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
厚
生
労
働
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。
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次
に
、
ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改

正
す
る
法
律
案
は
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者
給
与
金
の
支
給
を
受
け

て
い
た
退
所
者
が
死
亡
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
退
所
者
の
配
偶
者
等

が
退
所
者
と
労
苦
を
共
に
し
て
き
た
特
別
な
事
情
に
鑑
み
、
当
該
配
偶
者

等
に
対
し
、
そ
の
者
の
生
活
の
安
定
等
を
図
る
た
め
、
特
定
配
偶
者
等
支

援
金
を
支
給
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
提
出
者
で
あ
る
衆
議
院
厚
生
労
働
委
員
長

渡
辺
博
道
君
よ
り
趣
旨
説
明
を
聴
取
し
た
後
、
採
決
の
結
果
、
本
法
律
案

は
全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま

し
た
。

な
お
、
三
法
律
案
に
対
し
そ
れ
ぞ
れ
附
帯
決
議
が
付
さ
れ
て
お
り
ま

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律

五
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す
。以

上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

○
附
帯
決
議（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
八
日
）

政
府
は
、
本
法
の
施
行
に
当
た
り
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
適
切
な
措
置

を
講
ず
る
べ
き
で
あ
る
。

一
、
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
退
所
者
の
死
亡
後
に
残
さ
れ
た
配
偶
者
等
に
支

給
さ
れ
る
特
定
配
偶
者
等
支
援
金
に
つ
い
て
は
、
当
該
配
偶
者
等
が
退

所
者
と
労
苦
を
共
に
し
て
き
た
特
別
な
事
情
を
重
く
受
け
止
め
、
そ
の

申
請
手
続
や
支
給
事
務
が
円
滑
か
つ
滞
り
な
く
進
む
よ
う
格
段
の
配
慮

を
行
う
こ
と
。

二
、
国
立
ハ
ン
セ
ン
病
療
養
所
に
つ
い
て
は
、
そ
の
入
所
者
の
良
好
か
つ

平
穏
な
療
養
生
活
の
た
め
、
職
員
の
確
保
に
最
大
限
努
め
る
こ
と
。
特

に
医
師
の
確
保
に
当
た
っ
て
は
、
地
方
自
治
体
等
関
係
機
関
の
協
力
を

得
て
欠
員
補
充
に
努
め
る
こ
と
。

右
決
議
す
る
。

（
注
）
衆
議
院
に
お
い
て
は
、
委
員
会
の
審
査
は
省
略
さ
れ
た
。

ハ
ン
セ
ン
病
問
題
の
解
決
の
促
進
に
関
す
る
法
律
の
一
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改
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律
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